
広報とよやま平成26年11月号

町政あんない 10

町

政

あ

ん

な

い

　
平
成
二
十
七
年
一
月
十
九
日

月

か
ら

平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日

火

ま
で
勤

務
で
き
る
非
常
勤
職
員
を
募
集
し
ま
す

▼
業
務
内
容
　
個
人
住
民
税
の
課
税
資
料
の

整
理
と
点
検

パ
ソ
コ
ン
の
入
力
業
務
▼
募

集
人
数
　
二
人
▼
勤
務
場
所
　
豊
山
町
役
場

▼
勤
務
日
　
月
曜
日

金
曜
日

祝
日
等
を

除
く

▼
勤
務
時
間
　
午
前
八
時
三
十
分

午
後
五
時
十
五
分
の
間
で
六
時
間

た
だ
し

金
曜
日
の
み
五
時
間
▼
賃
金
　
時
給
八
百
六

十
円
　
交
通
費
二

以
上
別
途
支
給
▼
勤
務

条
件
　
豊
山
町
非
常
勤
職
員
等
に
関
す
る
取

扱
要
綱
に
よ
り
ま
す
▼
応
募
資
格
　
平
成
二

十
七
年
一
月
十
九
日

月

か
ら
平
成
二
十

七
年
六
月
三
十
日

火

ま
で
勤
務
で
き
る

二
十
歳
以
上
六
十
五
歳
ま
で
の
方

学
生
は

不
可

▼
提
出
書
類
　
市
販
の
履
歴
書(

写

真
付
き

▼
申
込
み
　
十
一
月
十
四
日

金

ま
で
に
役
場
一
階
四
番
窓
口
税
務
課
に
持
参

ま
た
は
郵
送 

当
日
消
印
有
効

し
て
く
だ

さ
い
▼
送
付
先
・
問
合
せ
　
〒
四
八
〇

〇

二
九
二

住
所
記
載
不
要

豊
山
町
税
務
課

課
税
係
　

28
・
２
４
３
４

　
昭
和
五
十
六
年
五
月
三
十
一
日
以
前
に
着

工
さ
れ
た
木
造
住
宅
を
対
象
に
無
料
耐
震
診

断
の
申
込
み
を
受
け
付
け
て
い
ま
す

　
詳
し
く
は
都
市
計
画
課
地
域
振
興
係
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

▼
申
込
み
・
問
合
せ
　
都
市
計
画
課
地
域
振

興
係
　

28
・
２
４
６
３

　
学
習
等
供
用
施
設

東
部
・
新
栄
・
冨

士

の
利
用
を

平
成
二
十
七
年
四
月
一

日
以
降
の
利
用
分
か
ら
有
料
化
し
ま
す

利
用
者
の
方
々
に
経
費
の
一
部
を
ご
負
担

い
た
だ
く
も
の
で
す

な
お

利
用
目
的

の
公
共
性
・
公
益
性
に
応
じ
て

減
額
・

免
除
の
措
置
を
設
け
ま
す

ご
理
解

ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す

▼
問
合
せ
　
社
会
教
育
セ
ン
タ

　

28

・
５
３
３
５

▼
追
加
工
事
店
　
株
式
会
社
イ
ト
ウ

犬
山

市
羽
黒
栄
四
丁
目
三
番
地
一

65
・
７
２

０
８
▼
問
合
せ
　
都
市
計
画
課
下
水
道
係
　

28
・
０
９
４
０

指
定
管
理
者
を

募
集
し
ま
す

　
指
定
管
理
者
制
度
は

公
の
施
設
の
管
理

運
営
に
民
間
の
能
力
を
活
用
し
て

サ

ビ

ス
向
上
や
経
費
節
減
を
図
る
こ
と
を
目
的
と

し
た
制
度
で
す

　
町
で
は

豊
山
ス
カ
イ
プ

ル
と
豊
山
町

学
習
等
供
用
施
設
の
指
定
管
理
者
を
募
集
し

ま
す

▼
対
象
施
設
　

豊
山
ス
カ
イ
プ

ル

豊
山
町
学
習
等
供
用
施
設

東
部
学
習
等

供
用
施
設

冨
士
学
習
等
供
用
施
設

新

栄
学
習
等
供
用
施
設

▼
指
定
期
間
　
平

成
二
十
七
年
四
月
一
日

平
成
三
十
二
年

三
月
三
十
一
日
▼
選
定
方
法
　
豊
山
町
公

の
施
設
指
定
管
理
者
選
定
審
議
会
の
審
議
に

よ
り
候
補
者
を
選
定
し
た
上
で

議
会
の

議
決
を
経
て
決
定
し
ま
す
▼
募
集
要
項
の
配

布
　
十
一
月
一
日

土

十
二
月
十
七
日

水

午
前
八
時
三
十
分

午
後
五
時
十
五

分
▼
配
布
場
所
　
役
場
三
階
九
番
窓
口
生
涯

学
習
課

土
・
日
・
祝
休
日
除
く

ま
た
は

社
会
教
育
セ
ン
タ

月
曜
除
く

▼
申
込

み
　
十
二
月
五
日

金

十
二
月
十
七
日

水

の
午
前
八
時
三
十
分

午
後
五
時
十

五
分
ま
で
に

役
場
三
階
九
番
窓
口
生
涯
学

習
課
ま
た
は
社
会
教
育
セ
ン
タ

へ
直
接
持

参
し
て
く
だ
さ
い

な
お

十
一
月
十
九
日

水

に
開
催
す
る
説
明
会
へ
の
出
席
を

申
込
の
必
須
条
件
と
し
ま
す
▼
問
合
せ
　
社

会
教
育
セ
ン
タ

　

28
・
５
３
３
５

非
常
勤
職
員
を
募
集
し
ま
す

無
料
耐
震
診
断
を

受
け
て
く
だ
さ
い

排
水
設
備
指
定
工
事
店
を
追
加
し
ま
し
た

指定管理者指定までのスケジュール

実施内容 期　　間

募集要項と業務仕様書の配布 11月1日(土)〜12月17日(水)

説明会 11月19日(水)

質問受付 11月20日(木)〜11月28日(金)

質問回答 12月5日(金)

申請受付 12月5日(金)〜12月17日(水)

審査 平成27年1月頃

指定管理者の指定と基本協定締結 平成27年3月頃

指定管理の開始 平成27年4月1日(水)〜

供
用
施
設
の
利
用
を

有
料
化
し
ま
す

利用料金表

利用区分 １時間当たりの
利用料金の額 （円）

東
部
学
習
等
供
用
施
設

新
栄
学
習
等
供
用
施
設

冨
士
学
習
等
供
用
施
設

1
階

2
階

1
階

1
階

会議室1

会議室2

休養室

休養室

学習室

会議室

会議室

集会室

集会室

集会室

100

100

200

200

200

200

100

100

100

200

100


